
②広域連携プロジェクトの参考指標（案）

■住宅用太陽光発電設置
補助申請件数

他圏域の指標等を参考
国・自治体における住宅用太
陽光発電設置補助申請件数

太陽光発電協会
（JPEA）資料

住宅用太陽光発電補助
金交付申請受付件数
（一般社団法人太陽光
発電協会太陽光発電普
及拡大センター／J-
PEC）

H21 8,644件

≪補助金交付の目的≫
京都議定書目標達成計画等で示されている太陽光発電の導入目標を達成
するため及びその後の太陽光発電の大量導入を可能とするため、住宅用
太陽光発電システムの価格低下を促しつつ市場の拡大を図ることを目的
とする。
≪募集期間≫
2009年4月1日（水）～ 2010年1月29日（金）
≪補助金額≫
対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称 大出力1kWあたり
7万円
≪補助金予算額及び想定補助件数≫
総額200.5億円の補助金予算により84,000件程度の補助件数を想定
≪対象者≫
自ら居住する住宅にシステムを設置しようとする個人で、電灯契約者と
なる方

毎年 H22年1月29日以降 http://www.j-pec.or.jp/f21_0901info_data.html http://www.j-pec.or.jp/f21_0902info_pdat.html

※各県申請窓口毎に管理のため不
明

・住宅用太陽光発電補助金交付申
請受付件数（1月20日）
※J-PEC窓口にて補助金の交付申請
を受け付けた件数

【青森県】
Ｊ－ＰＥＣ(太陽光発電普及拡大センター)のホームページで把
握可能と思われる。
→Ｊ－ＰＥＣ(太陽光発電普及拡大センター)のホームページで
把握可能であることから、参考指標として残したい。

■低公害車保有車両数 他圏域の指標等を参考

低公害車：電気自動車、メタ
ノール車、圧縮天然ガス車、
ハイブリッド車の合計。ガソ
リン・軽油の低排出ガス認定
車は除く。
登録自動車のみであり、小型
二輪、軽自動車は含まない。
［「自動車保有車両数」に基
づく低公害車保有車両数÷保
有車両数計］

自検協統計　自動車保
有車両数
（国土交通省自動車交
通部）

H20.3末 ※運輸局よりバックデータ提供 毎年

■温室効果ガス排出削減
量（CO2換算）

構成機関要望

経済産業省産業技術環境局の
「地球温暖化対策推進法に基
づく温室効果ガス排出量算
定・報告・公表制度による温
室効果ガス排出量の集計結
果」都道府県別報告排出量
［tCO2］

地球温暖化対策推進法
に基づく温室効果ガス
排出量算定・報告・公
表制度による平成19
（2007）年度温室効果
ガス排出量の集計結果
（環境省）

H19
41,212,352

tCO2

・今般、制度開始後2 回目となる平成19（2007）年度の温室効果ガス排
出量について、特定排出者から報告のあった排出量を事業者別、業種別
及び都道府県別に集計し、取りまとめた

毎年 H21年4月3日
http://www.env.go.jp/earth/ghg-
santeikohyo/kouhyo/index.html

http://www.env.go.jp/earth/ghg-
santeikohyo/kouhyo/h19/result-a.xls

・（３）都道府県別排出量　　特
定事業所排出者
・温室効果ガス算定排出量（単
位：tCO2）の排出量合計の都道府
県別値を集計

■林業従事者1人当たり
林業所得

【他圏域指標参考】
林業所得／林業従事者数
[万円／人]

生産林業所得統計

農林業センサス・農山
村地域調査結果概要
（農林水産省統計部）

H19

H18
H17.2.1

865万円
49万円

[生産林業所得統計]
本統計の推計期間はH19年1月から12月
[農林業センサス・農山村地域調査結果概要]
＜調査の対象＞
すべての市区町村及び全域が市街化区域に含まれる農業集落を除くすべての農業集落
を対象
＜調査期日＞
平成17年２月１日現在（沖縄県は、平成16年12月１日現在）で実施
【生産林業所得統計】
＜調査方法＞
・全国の都道府県を推計単位とし、林業の生産活動により生産された 終林産物の価
値額を、林産物の生産量及び価格に関する諸統計等を用いて推計
＜調査時期＞
・推計対象年の１月１日から12月31日までの1か年間
【農林業センサス】
＜調査方法＞
・全国の農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業
に係る面積・頭数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者（組織の場合は代表
者）」（農林業経営体）を調査対象とし、調査客体による自計申告により実施
＜調査時期＞
・５年ごとに実施され、直近は2005年２月１日

毎年

【生産林業所得統計】
H21年2月27日
【農林業センサス】
H18年11月9日
H18年10月20日

http://www.maff.go.jp/www/info/bunrui/bun0
5.html#nen3

http://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data/rin-
sansyutu2007/rin-sansyutu2007.pdf

http://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data/cens
us2005-nousan2/census2005-nousan2.pdf

・林業所得…「２ 部門別林業産出
額及び生産林業所得（都道府県
別）」→「生産林業所得」
・林業従事者…「14 雇われて150
日以上林業労働に従事した者数」

【東北農政局】
・調査時期・調査方法等についての記述を修正し
た。

【青森県】
・生産林業所得統計の林業産出額には菌床しいた
けを含むきのこ類の産出額も含まれているが、林業
従事者以外の参入もあることから、林業従事者数で
平均値を算出するのは不適当である。林業統計調
査の結果を用いるのが適当と考える。

【岩手県】
・林業所得は、森林整備の指標としては不適当と思
われる。（整備量との関連性がないのではないか。）
【秋田県】
・林業従事者一人当たりの所得額が大きすぎる。
※林業所得に栽培きのこ類が含まれているのが原
因ではないか。
※林業所得という場合、林家一人当たりの「林業粗
収益－林業経費」をいうのではないか。

農林業センサスにて、新潟県のデータも
得られることから、採用することとした
い。
なお、青森県の指摘のとおり、センサス
の作業従事者には栽培きのこ等の従事者
は含まれていないため、指標としての活
用では、生産林業所得のうち栽培きのこ
を除いたデータで対応したい。

【岩手県】
・美しい森林づくりと林業従事者一人当たり林業所得の相関関係が不
明確であり、指標の説明と理解に苦慮する。（間伐面積など森林整備
に係る指標であればわかりやすい）
・また、林業所得は林家や林業会社の収益であり、林業の現場で働い
ている林業従事者の所得算出に用いることはない。
【福島県】○分母・分子とも不適切である。
林業従事者数のベースとなる林業就労者数は５年ごとの国勢調査デー
タを使用していることから、毎年ごとの正確な林業従事者数は把握し
ていない。
また、林業所得については、木材生産、薪炭生産、栽培きのこ類と林
野副産物の合計額である。
つまり、林業従事者数と林業所得は調査対象を別としている。
ただし、各都道府県の一人当たりの林業所得は、「日本林業調査会」
の独自の調査によって積算・公表されている。
→ご指摘のとおり。一人当たりの林業所得は、森林整備面積に関わる
参考指標には適さない。また、林業労働者数や木材価格等の増減によ
り林業所得が上下するため、参考指標から外したい。岩手県から提案
の間伐面積は活用できるか検討していきたい。なお、「日本林業調査
会」による統計は2002年以降、データ更新・出版ともにしていない。
（日本林業調査会tel確認）

■産業廃棄物のリサイク
ル率

【新規提案】
「産業廃棄物の排出及び処理状
況等（環境省）」の調査結果か
ら集計
※公表資料はブロック単位の値
であり、北陸地方から新潟県を
分割し東北地方へ集約が必要

産業廃棄物の再生利用量÷産
業廃棄物の排出量［％］

産業廃棄物の排出及び
処理状況等
（環境省）

H18
H19

＜調査対象＞
47 都道府県
＜対象業種＞
「日本標準産業分類（平成14 年3 月改訂）／総務省」をもとに抽出し
た産業廃棄物の排出が想定される大分類16業種
＜対象廃棄物＞
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物19種類

毎年
※青森県は5年毎
調査値を基にした

推計値

H20年12月18日
H22年1月12日

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=
11977

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=1
4830&hou_id=11977

・「排出量」は地域ブロック値の
みの公表
※新潟県は中部ブロックのため
バックデータの確認が必要
・「再生利用量」は全国値のみの
公表

【環境事務所への確認中】
⇒経年値のデータと新潟県分のデータが
把握可能であれば、参考指標に残した
い。

■産業廃棄物排出量等

構成機関提案（新潟市）
産業廃棄物の排出及び
処理状況等
（環境省）

H18

＜調査対象＞
47 都道府県
＜対象業種＞
「日本標準産業分類（平成14 年3 月改訂）／総務省」をもとに抽出し
た産業廃棄物の排出が想定される大分類16業種
＜対象廃棄物＞
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物19種類

毎年
※青森県は5年毎
調査値を基にした

推計値

H20年12月18日

■バイオマスタウン公表
市町村数

構成機関要望

公表市町村数［市町村］
（バイオマス・ニッポン総合
戦略（平成18年3月31日閣議決
定）によるバイオマスタウン
構想の策定市町村）

バイオマス・ニッポ
ン･総合戦略推進会議
（農林水産省）

H20 50市町村

＜バイオマスの定義＞
域内において、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生から利
用までが効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築さ
れ、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われているか、あるいは今
後行われることが見込まれる地域
＜公表方法＞
・市町村が、バイオマスタウン構想を作成し、所管の農政局、都道府県
に提出
・締め切りはなく、受付は随時

1～2ヶ月毎
H21年7月31日
H21年11月30日

http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_town/inde
x.html

http://tools.biomass-hq.jp/town/ ・都道府県別市町村数を集計

①
歴史・伝統文化の保
全・継承

－ － － － － － － －

②
自然環境の保全・再
生

■自然環境保全地域面積 構成機関要望
都道府県別自然環境保全地域
面積［ha］

（環境省） H20 23868.65ha
自然環境保全法に基づく、自然環境保全面積について、環境省が毎年調
査・公表

毎年 H21.4月以降
http://www.env.go.jp/park/doc/data/index.ht
ml

http://www.env.go.jp/park/doc/data/nca/nca_7.xl
s

・「自然環境保全地域面積」
・「保全地域（B）」の値を集計

①
津波防災対策の強
化、津波避難体制の
整備

■津波・高潮による浸水
被害防護区域の拡大

各地区の海岸で発生すると想
定される津波・高潮に対する
浸水防護区域の拡大面積の割
合[％]

東北地方整備局港湾空
港部

H19 75%

【岩手県】
・海岸保全施設の整備による浸水防護区域の
拡大は、施設の完成をもってはじめて達成さ
れるため、整備途中の年度では整備効果が発
現しない。整備が必要な延長と整備済み施設
延長との割合（延長ベース進捗率）であれば
評価可能。

【山形県】
・把握不能

⇒「延長ベース進捗率」も合わせてデー
タを整理する

⇒整備局データにて整理可能

【青森県】
津波に対する要整備延長は把握していない。侵食対策も含めた
施設整備延長であれば、海岸統計により対応可能であるが、津
波対策の観点ではない。

【岩手県】
施設完成年以前に浸水防護区域の面積割合が増加していくの
は、事業途中で安全度が上昇するという誤解を招くことから、
この指標を用いるべきではないと考えます。
→参考指標のため、公表するものではなく内部用に整理するも
のです。

②
中山間地域、沿岸地
域の孤立集落等への
対応

■土砂災害危険箇所に対
する土砂災害警戒区域等
の指定箇所数

構成機関要望（岩手県、山形
県）

土砂災害警戒区域指定箇所数
÷土砂災害危険箇所数[％]

各都道府県が公開して
いる土砂災害危険箇所
と土砂災害警戒区域
（国土交通省）

H21 18.0% （各県公表資料より）

【青森県】危険箇所：H20年
7月8日、警戒区域：H21年4
月1日
【秋田県】危険箇所：H20年
3月31日、警戒区域：H21年
3月27日
【岩手県】危険箇所：H21年
1月09日、警戒区域：H21年
9月4日
【宮城県】H21年8月18日
【山形県】危険箇所：H17年
12月31日、警戒区域：H21
年7月3日
【福島県】危険箇所：H15年
3月28日、警戒区域：H21年
1月30日
【新潟県】危険箇所：H18年
4月1日、警戒区域：H21年9
月11日

http://www.mlit.go.jp/river/sabo/link_
dosya_kiken.html

【青森県】危険箇所：
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kasensabo
/files/kikenkasho_ichiran.pdf、警戒区域：
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kasensabo
/files/sabo_keikaikuiki210401210723.pdf
【秋田県】危険箇所：
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/125047578
8802/files/shiryo090806hosei.pdf、警戒区域：
http://sabo.pref.akita.jp/modules/rinyd7/index.php?id=
17
【岩手県】危険箇所：
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=823&of=1&ik=3&
pnp=17&pnp=66&pnp=783&pnp=823&cd=5358、警戒区
域：
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=823&of=1&ik=3&
pnp=17&pnp=66&pnp=783&pnp=823&cd=4547
【宮城県】
http://www.pref.miyagi.jp/sabomizusi/sabo/keikaikuiki
/shitei.htm
【山形県】危険箇所：
http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180006/sabo
/kikenkasyo.html、警戒区域：
http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180006/sabo
/dosyakuikitop.html
【福島県】危険箇所：
http://www.pref.fukushima.jp/sabou/topics/saigaijyou
hou/dosyasaigaikikennkasyo/kikennkasyosuuitiran.htm
、警戒区域：
http://www4.pref.fukushima.jp/sabou/main.html
【新潟県】危険箇所：
http://www pref niigata lg jp/HTML Article/niigatakenn

【青森県】危険箇所：｢青森県市町村別土
砂災害危険箇所数一覧｣、警戒区域：｢土
砂災害警戒区域等指定状況｣
【秋田県】危険箇所：｢あきたの砂防2008｣
04.危険箇所の概要→危険箇所の整備状
況、警戒区域：｢秋田県土砂災害警戒区域
指定状況一覧｣
【岩手県】危険箇所：｢岩手県土砂災害危
険箇所　市町村別一覧表｣、警戒区域：｢土
砂災害警戒区域等指定状況（岩手県）｣
【宮城県】｢土砂災害防止法に基づく土砂
災害警戒区域等の指定について｣
【山形県】危険箇所：｢山形県危険箇所
数｣、警戒区域：｢土砂災害警戒区域等の
指定状況｣
【福島県】危険箇所：土木部所管土砂災害
危険箇所数一覧（市町村別）、警戒区域：｢
土砂災害警戒区域等の指定箇所｣指定市
町村をカウント
【新潟県】危険箇所：｢新潟県の砂防｣　3.土
砂災害・雪崩危険箇所、警戒区域：｢土砂
災害警戒区域等の指定状況｣

【岩手県】【山形県】
・土砂災害ハザードマップは、土砂法に基づ
き土砂災害警戒区域等が指定された箇所につ
いて市町村が作成するものであり、すべての
市町村でハザードマップが作成されても土砂
災害危険箇所すべてが網羅される訳ではな
い。
・土砂災害危険箇所に対する土砂災害警戒区
域等の指定箇所数を指標にするほうが進捗率
を示す指標として適正ではないか。

【各県へ確認】
⇒提案に従い、追加検討することとした。
現在HPで公表されている情報では現況値の
みであるため、経年値についてデータ提供が
可能かご確認頂きたい。
（過去５ヶ年程度）

【岩手県】
当県のHPで指定開始時からの経年値が確認できることから、特に問
題ないと考える

【福島県】
可能である。

【新潟県】
経年値については、データ提供が可能である。

③
広域的な連携による
震災対策の推進

■自主防災組織率 構成機関要望
組織されている地域の世帯数
÷管内世帯数［％］

（消防庁） H20 62.4% ― 毎年 H20年12月

http://warp.ndl.go.jp/cgi-
bin/netwp/BNWPLinkChk2.cgi?fl=www.fdma
.go.jp%2Fhtml%2Fhakusho%2Fh20&mt=00000
0003483&cl=00000000000043612&ln=h20%2F
index.html

http://warp.ndl.go.jp/cgi-
bin/netwp/BNWPLinkChk2.cgi?fl=www.fdma.go
.jp%2Fhtml%2Fhakusho%2Fh20&mt=00000000348
3&cl=00000000000043612&ln=h20%2Findex.htm
l

・附属資料26「自主防災組織の都
道府県別結成状況」
…自主防災組織率（B/A）＝自主防
災組織がその活動範囲としている
地域の世帯（B）／管内世帯数
（A）

【秋田県】
・「（広域的な連携による震災対策の推
進）」の内容は、該当指標案「自主防災組織
率」の向上（または変動）と無関係であるこ
とから、モニタリング指標たり得ないものと
考える。

⇒当面参考指標として管理したい。

東北圏
現況値

該当指標案 選定理由　等
広域連携

プロジェクト
意見記入欄事務局回答

低炭素社会構築のた
めの二酸化炭素吸収
源等美しい森林づく
り

②

歴史・伝統
文化、自然
環境の保
全・継承プ
ロジェクト

2

データ出典
現況値
年次

3

日本海溝・
千島海溝周
辺海溝型地
震等大規模
地震災害対
策プロジェ
クト

③

公表頻度

①

具体的な取組み

東北圏のポ
テンシャル
を活かした
低炭素・循
環型社会づ
くりプロ
ジェクト

1

データ定義 新値公表時期 統計資料公開URL

循環型社会づくりの
推進

低炭素社会構築のた
めの新エネルギー等
の導入

調査方法 ８月２５日依頼に対する意見・提案現況値備考データ公開URL

※7県で統一的な公表
資料が不明のため対象
外とする

※上述の産業廃棄物の
リサイクル率のバック
データとして把握可能で
あり、対象外とする

※7県で統一的な公表
資料が不明のため対象
外とする

参考指標として適さない
ため、、対象外とする

1

TH_HK_GP_PC1084
テキストボックス
○広域連携プロジェクトの参考指標（案）

TH_HK_GP_PC1084
テキストボックス
別添２－２



東北圏
現況値

該当指標案 選定理由　等
広域連携

プロジェクト
意見記入欄事務局回答データ出典

現況値
年次

公表頻度具体的な取組み データ定義 新値公表時期 統計資料公開URL調査方法 ８月２５日依頼に対する意見・提案現況値備考データ公開URL

■水害被害額 他圏域の指標等を参考
水害統計調査に基づく［百万
円］

水害統計調査 H19
25535百万

円

＜目的＞
洪水、内水、高潮、土石流等の水害により、個人・法人が所有する資産、河
川・道路等の公共土木施設、及び運輸・通信等の公益事業等施設に発生した
被害の実態を把握し、治水に係る各種行政施策の実施に必要な基礎資料を得
ることを目的とする。
＜調査対象＞
1月1日から12月31日までの1年間に全国で発生した水害により生じた一般資
産、公共土木施設及び公益事業等の被害を対象とする。
①河川に係る洪水、内水、高潮、津波等 ②海岸に係る高潮、津波、波浪③
砂防指定地その他地域に係る土石流等④地すべり防止区域その他地域に係る
地すべり⑤急傾斜地崩壊危険箇所その他地域に係る急傾斜地の崩壊
※本調査でいう「河川」には、河川法上の河川以外の排水路、用水路、下水
路等を含む。
＜調査事項と調査方法＞
（１）一般資産水害統計調査
各市区町村等が、水害の発生の都度、現地調査等を実施し、回収した調査結
果を集計
（２）公共土木施設水害統計調査
各都道府県等が、水害によって生じた公共土木施設の被害額を調査し、回収
した調査結果を集計
（３）公益事業等水害統計調査
各都道府県が、その区域内に存在する各公益事業等の事業主体に調査票を送
付し、回収した調査結果を集計

毎年 Ｈ21年3月31日
http://www.mlit.go.jp/statistics/detai
ls/river_list.html

http://www.e-
stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=00000105
2351

・水害原因別都道府県別水害被害
額（一般資産等被害額・公益事業
等被害額合計）（表－21）
・都道府県別合計値を集計

【山形県】
・把握不能

【新潟県】
・水害被害額は整備が進捗しても雨の降り方
や降る位置により増減あるので指標としては
相応しくないのでないか。

⇒当面参考指標として管理したい。

【新潟県】
水害被害額は施設整備が進捗しても①雨の降り方（地球温暖化
の影響等）、②施設の老朽化の程度、③財政の制約に応じた常
時の維持管理の程度等により不規則に増減すると思われるので
指標としては相応しくないのではないか。
→新潟県の指摘のとおり参考指標から削除する。

■自主防災組織率

構成機関要望
組織されている地域の世帯数
÷管内世帯数［％］

（消防庁） H20 62.4% ― 毎年 H20年12月

http://warp.ndl.go.jp/cgi-
bin/netwp/BNWPLinkChk2.cgi?fl=www.fdma
.go.jp%2Fhtml%2Fhakusho%2Fh20&mt=00000
0003483&cl=00000000000043612&ln=h20%2F
index.html

http://warp.ndl.go.jp/cgi-
bin/netwp/BNWPLinkChk2.cgi?fl=www.fdma.go
.jp%2Fhtml%2Fhakusho%2Fh20&mt=00000000348
3&cl=00000000000043612&ln=h20%2Findex.htm
l

・附属資料26「自主防災組織の都
道府県別結成状況」
…自主防災組織率（B/A）＝自主防
災組織がその活動範囲としている
地域の世帯（B）／管内世帯数
（A）

■内水ハザードマップを
作成・公表された市町村
の割合

【構成機関要望】
「県別ハザードマップ公表状況
（国土交通省）」による実績値
から集計

作成市町村数÷作成が必要な
市町村数［％］

東北地方整備局建政部 H21 0.12

「ハザードマップ実態調査(平成19年2月実施)」以降、市町村から
の情報を平成21年11月30日時点で更新し、インターネットで公開し
ているハザードマップのURLへ直接リンクしたもの
http://www1.gsi.go.jp/geowww/disapotal/

随時更新 H21年11月30日
http://www1.gsi.go.jp/geowww/disapotal/inde
x.html

http://www1.gsi.go.jp/geowww/disapotal/publicat
e/index.html

・「内水ハザードマップ公表市町
村」より公表市町村数をカウント

【整備局】
内水ハザードマップについては、洪水ハザードマップと対象市
町村に違いがあるため、別立てで整理していきたい。
なお、具体的な取組の項目毎に１指標とする場合は、参考指標
としてほしい。
→参考指標としたい。

■洪水による氾濫から守
られる区域の割合

大河川においては３０～４０
年に一度程度、中小河川にお
いて５～１０年に１度程度発
生する規模の降雨に対して、
洪水による氾濫の防御を進め
る。[％]

東北地方整備局河川部 H19 54%

【岩手県】
・本県では算定していないが、算定にあたっ
て必要な精度が不明である。その都度氾濫計
算等を必要とする精度が求められる場合、費
用面等で困難。
【山形県】
・把握不能

⇒整備局データにて整理可能
【新潟県】
　・把握不能
→整備局河川部にて各県のデータ把握可能

■津波・高潮による浸水
被害防護区域の拡大

各地区の海岸で発生すると想
定される津波・高潮に対する
浸水防護区域の拡大面積の割
合[％]

東北地方整備局港湾空
港部

H19 75%

【岩手県】
・本県では算定していないが、算定にあたっ
て必要な精度が不明である。その都度氾濫計
算等を必要とする精度が求められる場合、費
用面等で困難。
【山形県】
・把握不能

⇒整備局データにて整理可能
【新潟県】
　・把握不能
→整備局港湾空港部にて各県のデータ把握可能

■ハザードマップ作成対
象河川数に対する作成済
の割合

構成機関要望（山形県）
作成済河川数÷作成対象河川
数【％】

【山形県】
・ハザードマップ作成市町村数では、進捗状
況が把握しにくい
（一部地域だけでもハザードマップを作成す
ると作成済みとなり、その後のマップ作成が
評価されない）
・そのため、洪水については、ハザードマッ
プ作成対象河川数を対象とすべき

【各県へ確認】
⇒提案に従い、追加検討することとし
た。
各県でデータの提供が可能か確認した
い。

【青森県】
対応可能。ただし、対象全市町村の作成をもって作成済河川と
するのか確認したい。

【岩手県】
水防法で作成が義務付けられた市町村（河川）の洪水ハザード
マップの作成実績は、取りまとめ可能。
ただし、「ハザードマップ作成対象河川」の定義付けが必要で
ある。（水防法で作成義務のある所謂義務付け市町村（河川）
とすることで良いと思われるが、水位周知河川の指定が促進さ
せると、分母も増加し、固定化しない。）
→ご指摘のとおり。推移を見守りたい。

【福島県】
可能である。

【新潟県】
対応可能

②
渇水リスクの回避に
向けた適応策

－ － － － － － － －

①
安全で安心・快適な
暮らしの確保

－ － － － － － － －

【新潟県】
「冬期歩行空間確保率」として残すのであれば把握不能
→「冬期歩行空間確保率」は残さない。

②
雪を貴重な地域資源
ととらえた取組

地球温暖化
に伴い高ま
る自然災害
リスクへの
適応策プロ
ジェクト

高まる風水害等のリ
スクに対する適応策

①

4

5

豪雪地域の
暮らし向上
プロジェク
ト

PJ3③の参考指標に採用
しているため、対象外とす
る

参考指標として適さない
ため、、対象外とする

2



東北圏
現況値

該当指標案 選定理由　等
広域連携

プロジェクト
意見記入欄事務局回答データ出典

現況値
年次

公表頻度具体的な取組み データ定義 新値公表時期 統計資料公開URL調査方法 ８月２５日依頼に対する意見・提案現況値備考データ公開URL

①
都市の連携による地
域づくりの推進

■公共施設の広域利用
促進取組施設数

【構成機関提案】
（東北地整）

各種公共施設の広域利用を増やす取組を実施
している施設数
【指標のイメージ】
■対象施設（自治体が管理・運営に係わる施
設）：運動公園、体育館、図書館、文化会
館、美術館、会議施設、物産販売施設、その
他
■取組内容：
休館日の調整、広域利用者の料金格差是正、
広域利用の案内・ＰＲ、広域での共同整備・
管理や利用協定、アクセス手段の共同整備、
共同イベントの開催、その他

市町村［施設数］ 不明 （調査が必要） 要検討 要検討

【整備局】
今後取組推進ＰＴとしてモニタリング指標を検討する必要があ
る。現時点では記述している「公共施設の広域利用促進施設
数」を考えているが、その他の指標も検討したい。

■コミュニティバス等に
関する協議会の路線数

【構成機関要望】

コミュニティバスもしくはそ
れに類似する公共交通の運行
路線数
[路線]
調査事業もしくは計画事業を
実施する協議会の認定件数
［件］

「地域公共交通活性
化・再生総合事業認定
状況」を受けた自治体
へのヒアリング
※東北運輸局・北陸運
輸局　調べ予定
（国土交通省総合政策
局）

H20
H21

46件
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に定める、地域公共交通活
性化・再生総合事業の認定状況

毎年 H21年8月24日
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tran
sport/index.html

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transpo
rt/sosei_transport_fr_000024.html

※該当データを運輸局へ確認
・東北圏内の協議会認定件数をカ
ウント
…事業実施、計画実施の合算

【東北運輸局】
・「コミュニティーバス導入市町村数」、「コ
ミュニティバス数」（運輸局調べ）のデータあ
り。
【岩手県】
・県独自の把握は行なっていないため、定期的
データ提供は困難。
【北陸信越運輸局】
・参考指標はコミュニティバス等の路線数では
なく、地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律に定める「協議会」及び道路運送法に定め
る「地域公共交通会議」の設置数が妥当と考え
ます。
（理由）区域運送等エリアで運行しているもの
もあり、路線数のカウントが困難であり、計画
に記載の「多様な移動手段の確保」は「協議
会」「地域公共交通会議」での協議が必要なた
め、この設置状況を把握することが参考になる
と考えます。

北陸信越運輸局の意見のとおり、コミュ
ニティバス等に関する協議会数とした
い。
（地域公共交通活性化・再生総合事業
は、平成20年度から行っている事業のた
め、バックデータはH20のみ）

■農林漁業体験民宿立
地件数

【構成機関要望】
「農山漁村余暇法」に基づく
農林漁業体験民宿の登録件数
[件]

グリーン・ツーリズム
データベース
（財団法人都市農山漁
村交流活性化機構）

H20 215件

・「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法
律」に基づく農林漁業体験民宿の登録数の年度末値を調査
・この法律において「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人
を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・
漁村滞在型余暇活動（以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。）
に必要な役務を提供する営業をいう。

毎年 Ｈ21年3月31日 http://www.ohrai.jp/gt/
http://www.ohrai.jp/gt/gtdb_link/jdr0280000005kf
w.html

・東北圏7県の農林水産業体験民宿
数をカウント
※H20までの過去の推移は、財団法
人都市農山漁村交流活性化機構よ
りデータ入手

【東北農政局】
・体験民宿は、農業体験等を提供する民宿で
あり、立地件数は平成９年をピークに近年は
横ばいの状況であることから、この取組をよ
り適切に表現できる、小学校において農山漁
村での長期宿泊体験活動を推進する「子ども
農山漁村交流プロジェクトの受入希望地域
数」に修正してはどうか。
・データ出典は、子ども農山漁村交流プロ
ジェクトコーディネートシステム（(財)都市
農山漁村交流活性化機構）

⇒農政局より近年の動向を踏まえた新規
提案を頂いたため、「子ども農山漁村交
流プロジェクトの受入希望地域数」を参
考指標へ追加し、検討したい。

経年値等が不明のため、現時点では参考
指標の扱いとしたい。

【青森県】
「農林漁業体験民宿」の登録は、個々の希望申告によるもので
あり、公的な数字と言い難いので、現在、地域や市町村が連携
して取り組んでいる「子ども農山漁村交流プロジェクト受入希
望地域数」(現時点では参考指標の扱いとなっている指標)が適
当と思われる。
→青森県の指摘のとおり「子ども農山漁村交流プロジェクト受
入希望地域数」に入れ替えする。

■子ども農山漁村交流プ
ロジェクトの受入希望地
域数

【構成機関要望】
（東北農政局）

子ども農山漁村交流プロジェ
クト　コーディネートシステ
ム登録・受入希望地域数［地
域］

子ども農山漁村交流プ
ロジェクトコーディ
ネートシステム（(財)
都市農山漁村交流活性
化機構）

H22 41地域
小学校において農山漁村での長期宿泊体験活動を推進する「子ども農山
漁村交流プロジェクトの受入希望地域数」

随時 H22.1.14 http://www.ohrai.jp/kodomo/ http://www.ohrai.jp/kodomo/extract/index.html
・受入地域として登録されている
地域数をカウント

【東北農政局】
・体験民宿は、農業体験等を提供する民宿で
あり、立地件数は平成９年をピークに近年は
横ばいの状況であることから、この取組をよ
り適切に表現できる、小学校において農山漁
村での長期宿泊体験活動を推進する「子ども
農山漁村交流プロジェクトの受入希望地域
数」に修正してはどうか。
・データ出典は、子ども農山漁村交流プロ
ジェクトコーディネートシステム（(財)都市
農山漁村交流活性化機構）

【農政局へ確認】
⇒出典データ等要確認
　…“受入地域数”でよいかご確認お願
い致します。
　…経年値の把握が可能であれば提供下
さい。

【東北農政局】
「受入地域数」で良い。

【青森県】
現時点でモニタリング指標候補となっている「農林漁業体験民
宿」の登録は、個々の希望申告によるものであり、公的な数字
と言い難いので、こちらをモニタリング指標とすべきである。

→この指標をモニタリング指標にすることで整理。

■都市間所要時間の短縮
隣接する地方生活圏中心都市
（46都市）相互の所要時間
[分]

東北地方整備局道路部 H19 87分

【岩手県】
・県では新しい長期計画の中で、「内陸部と
沿岸部」「沿岸部の都市間」について、平均
所要時間を算定し、今年度、指標として公表
しようとしている。
・広域地方計画の指標について各県の数字を
公表することとなった場合、先行する県の長
期計画の指標との整合性が図られるように、
確認しておく必要があると思われる。

【新潟県】
・具体的にはどのような計算をされるので
しょうか。また、どの都市間について計算さ
れるのでしょうか。

⇒東北圏全体の数値をモニタリングする
が、公表にあたっては、各県に確認いた
だくこととしたい。

⇒隣接する地方生活圏中心都市（46都
市）相互の所要時間[分]を計測する

【岩手県】
前回、資料と共に県の指標を提出。

■ブロードバンドゼロ地
域の解消

構成機関要望
ブロードバンドサービス世帯
カバー率［％］

都道府県別ブロードバ
ンド・サービスエリア
世帯カバー率（推計）
（総務省）

■ブロードバンド
契約世帯普及率

【構成機関要望】
【他圏域指標参考】

FTTH+DSL+CATV+FWAの加入数÷
｢住民基本台帳に基づく人口・
人口動態および世帯数｣の世帯
数［％］

東北総合通信局

信越総合通信局
H20 46.2%

【東北】
・平成21年3月末の全国及び東北の契約数については、ＢＷＡの契約数
を含む
・世帯普及率の母数となる世帯数は、住民基本台帳の数字（平成18年か
ら平成20年までの各年の3月31日）を使用

【信越】
・世帯普及率は平成17年度国勢調査の全国の総世帯を基にした世帯普及
率を示す

毎年

【東北】
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo
/h2104-06/0624d1001.html
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/touk
ei/bb.html#bb

【信越】
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt
/hodo/h21/090622-2_sankou1.pdf

【東北】
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h21
04-06/images/0624d1004.pdf

【信越】
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/hod
o/h21/090622-2.html

【東北】
・別紙3「ブロードバンドの契約数
と世帯普及率（平成19年3月～）」
のH21.3末値
【信越】
・「管内ブロードバンドサービス
の加入世帯数と世帯普及率の推
移」→「ブロードバンドサービス
全体」→「ブロードバンドサービ
ス全体の世帯普及率」のH21.3末値

【秋田県】
・本来インフラ整備への取り組みは整備率を目標
とするべきところ、関連の統計データとして普及率
を挙げているのであるから、当該指標は『参考指
標』扱いが適当と考えます。
・公共交通の確保が具体的な取り組みとなってい
ることから、参考指標となっている交通関係の
データを指標として扱うのが適当と考えます。

⇒秋田県の意見を踏まえて、参考指標とす
る。
バックデータには、東北総合通信局・信越総
合通信局ＨＰにて公表している“７県のブロー
ドバンド契約世帯普及率”を用いる。

■公共施設の広域利用促
進取組施設数

【構成機関提案】
（東北地整）

各種公共施設の広域利用を増
やす取組を実施している施設
数
【指標のイメージ】
■対象施設（自治体が管理・
運営に係わる施設）：運動公
園、体育館、図書館、文化会
館、美術館、会議施設、物産
販売施設、その他
■取組内容：
休館日の調整、広域利用者の
料金格差是正、広域利用の案
内・ＰＲ、広域での共同整
備・管理や利用協定、アクセ
ス手段の共同整備、共同イベ
ントの開催、その他

市町村［施設数］ 不明 （調査が必要） 要検討 要検討

■道路渋滞による損失時
間

他圏域の指標等を参考
全国渋滞損失時間確定値
［人時間／年］

国土交通省 H19 －

・国土交通省が毎年調査を実施
・モニタリング区間についてはプローブ調査結果をもとに、損失時間を
計測
・モニタリング区間以外については、過年度プローブ結果をもとにした
損失時間を再掲
・道路交通センサス毎に算出された渋滞損失時間を直轄事務所別・県別
に集計

毎年 H21年6月頃 ― ―

・全国渋滞損失時間確定値より各
県値を集計
※新潟県分は北陸地整より入手必
要

【新潟県】
・道路の渋滞はさまざまな理由が考えられ
る。それをコンパクトシティと結びつけるに
は無理があるため指標として相応しくないの
でないか。

⇒当面参考指標として管理したい。

■市街地における都市計
画道路の整備率

市街化区域もしくは用途区域
内の都市計画道路の計画延長
に対する整備済み延長の割合
［％］

東北地方整備局建政部 H19 約63% 本省（都市・地域整備局）　都市計画現況調査 毎年 Ｈ21年5月頃
http://www.mlit.go.jp/crd/tosiko/genky

ou/08.htm

③

都市機能の集約・高
度化による効率的で
コンパクトな都市づ
くり

④

地域間を結ぶインフ
ラ整備と公共交通の
確保

6

都市と農山漁村の連
携と共生した関係の
再構築

②

都市と農山
漁村の連
携・共生に
よる持続可
能な地域構
造形成プロ
ジェクト

※2010年で100％を目標
とした取組のため、対象
外とする

※アンケート等独自調査
を要するため対象外とす
る

※検討中

個々の希望申告による数
値であり公的な調査結果
では無いことから、参考
指標の扱いとしたい。

農山漁村交流の取組に
関する公的指標であるこ
とから、モニタリング指
標とする

3



東北圏
現況値

該当指標案 選定理由　等
広域連携

プロジェクト
意見記入欄事務局回答データ出典

現況値
年次

公表頻度具体的な取組み データ定義 新値公表時期 統計資料公開URL調査方法 ８月２５日依頼に対する意見・提案現況値備考データ公開URL

① 医師確保対策の推進 － － － － － － － －

②
ドクターヘリを活用
した高度な救急医療
の確保

■救急搬送患者の入院日
数

【構成機関要望】
救急搬送患者の平均入院日数
[日/人]

※取組推進ＰＴで調査
予定

※該当データを厚生局へ確認

【岩手県】
・本県ではドクターヘリは導入されていない
が、例えば、ドクターヘリの搬送回数や救急
搬送患者の入院日数など、医療機関から情報
を得る場合は、過去に遡っての調査が困難な
場合が多いので、指標設定後（調査開始以
降）のデータのみを対象とするなど、留意願
いたい。

⇒指摘に従い留意する

③

救急医療情報システ
ムや格子状骨格道路
等を活用した救急搬
送体制の構築

－ － － － － － － －

④
画像診断による遠隔
医療体制の構築

－ － － － － － － －

⑤
がん医療の均てん化
の推進

－ － － － － － － －

①
次世代技術等の研究
開発の推進及び導入
促進等

－ － － － － － － －

② 人材の育成 － － － － － － － －

■企業倒産件数 構成機関提案（新潟市） 件数[件]
新潟県の統計100
「全国企業倒産状況」
（東京商工リサーチ）

H20 1,079件

現在、わが国には倒産に関するいくつかの統計資料の中で も長い歴史
を持ち、倒産という概念を定着させた資料
全国・負債総額1千万円以上の倒産統計を「倒産月報」として月次発行
しており、その中で公表されている主要な抜粋データを引用

毎月
（年度末集計）

Ｈ21年4月8日
http://www.tsr-
net.co.jp/new/zenkoku/index.html

http://www.tsr-
net.co.jp/new/zenkoku/year2/1179774_1027.html

・月別公表データから、4月～翌3
月までの1年間を対象とする
・地区別データから県別値を集計

【岩手県】
・このプロジェクトの指標として、全倒産件数をモ
ニタリングするのはなじまないのではないか。（個
別に自動車関連企業を選別できるのであれば
別。）
・倒産以外の撤退は把握できないことから、むし
ろ事業所数の経年変化を把握する方がモニタリ
ングとしてはいいのではないか。

⇒当面参考指標として管理したい。

■企業立地件数

【構成機関要望】
「事業所・企業統計調査（総務
省）」による実績値から集計
※集計対象を自動車関連に絞る
など要検討

輸送用機械器具製造業（自動
車・同附属品製造業）に該当
する事業所数[事業所]

事業所・企業統計調査
（総務省）

H18 791事業所

＜調査時期＞
平成18年調査は，10月1日現在で全国一斉実施。
＜調査対象＞
調査日現在で国内に所在するすべての事業所
＜調査方法＞
(1) 甲調査
総務大臣-都道府県知事-市町村長-統計調査員(指導員)-統計調査員(調
査員）-民営事業所
(2) 乙調査
国の事業所：総務大臣-府省等の長-調査事業所
都道府県の事業所：総務大臣-都道府県知事-調査事業所
市町村の事業所：総務大臣-都道府県知事-市町村長-調査事業所

3年毎
H19年11月28日
（10月～11月の間に県別
に順次公表）

http://www.stat.go.jp/data/jigyou/2006/index
.htm

http://www.e-
stat.go.jp/estat/html/NewList/000001008978/GL
08020101-000001008978.html#t2_000001012535

・産業分類301「自動車・同附属品
製造業」 の事業所数各県データ

【岩手県】
・前回意見のとおり（経済センサス調査との整合
を図る必要がある）

⇒経済センサス調査実施以降調整を図る

■港湾の取扱貨物量
（コンテナ貨物除く）

【構成機関提案】
広域ブロック内港湾の取扱貨
物量（コンテナ貨物除く）
［t］

各県港湾統計 H19 ―

【陸上出入り貨物調査票】【海上出入貨物調査票】
1輸送貨物の種別
2輸送貨物の品名
3輸送貨物の数量
4出荷施設又は入荷施設
5輸送機関
6仕向地又は仕出地
7荷受人業種又は荷送人業種
8仕向場所又は仕出場所
その他、港湾種別調査等

毎年 各県毎に公表

【青森県】
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/kowan_top.ht
ml
【秋田県】
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=
genlist&GenreID=1000000000672#1000000000674
【岩手県】
http://www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=3001&ik=3&pnp=1
7&pnp=66&pnp=787&pnp=3001
【宮城県】
http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/h19toukei/h19touk
ei.html
【山形県】
http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180031/yam
agataport/publicdocument200603095851395276.html
【福島県】
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalSe
rvlet;jsessionid=15D9384AFF343549D26452036DC9F3
C7?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U00000
4&CONTENTS_ID=10877
【新潟県】
http://www.pref.niigata.lg.jp/kowanshinko/1213895118
394.html

【青森県】
【秋田県】
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&C
ontentID=1140595816668&SiteID=0
【岩手県】
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=3001&of=1&ik=3&pnp=17&p
np=66&pnp=787&pnp=3001&cd=3969
【宮城県】
http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/h19toukei/09-sendaisiogama-
4.pdf
【山形県】
http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180031/yamagataport/
publicfolder200603095385222883/kamotsuryou.pdf
http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180031/yamagataport/
publicfolder200603095385222883/conter.pdf
【福島県】
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/kouwanka_kisyaha
ppyou090205.pdf
【新潟県】
http://www.pref.niigata.lg.jp/kowanshinko/1234209671895.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/kowanseibi/1232398898825.html

【青森県】
【秋田県】秋田港の取扱貨物量
【岩手県】港湾統計
【宮城県】宮城の港湾統計→※港
湾別→４．海上出入貨物
【山形県】酒田港の取扱貨物量の
推移、酒田港～釜山港定期コンテ
ナ航路 取扱コンテナ個数の推移
【福島県】重要港湾小名浜港･相馬
港海上出入貨物量<平成２０年（１
～１２月）速報値>
【新潟県】コンテナ貨物取扱量
（新潟港、直江津港）、平成19年
港のすがた

【青森県】
・調査方法として「陸上出入貨物調査票」と記載さ
れているが、これまで5年に１度の頻度で実施（最
後は平成１５年度）されたが、国において、港湾
統計の見直しの一環として当該調査の実施を当
面休止している。このことから、当該調査票によ
る数値を指標とすることは出来ないと考える。
（「海上出入貨物調査票」であれば、各県におい
て調査している港湾統計データの活用が可能で
あると考えられる。）

【岩手県】
・陸上出入り貨物調査国で実施しており、県で集
計している港湾統計では同等のデータは把握で
きない。
・港湾統計にはない調査項目もあり、陸上出入り
貨物調査と同等調査やデータ収集を別途県で毎
年行うのは困難。

国土交通省で発行している港湾統計（年
報）では、自動車関連のコンテナ取扱は
記載されていないが、各県で取りまとめ
ている港湾統計年報で記載されている完
成自動車、自動車部品をモニタリング指
標として使用したいと考えております。
※本指標は、上記のコンテナ取扱量と一
緒にしたいと考えております。

【青森県】
調査方法について、「陸上出入貨物調査票」を「海上出入貨物調査
票」とだけ修正しているが、以前照会の際に述べた意見は、「海上出
入貨物調査票」とは、国土交通省の港湾調査（年報）における「海上
出入貨物集計表」及び「コンテナ個数・シャーシ台数集計表」のこと
を指したものであり、これらのデータであれば、国に提出しており、
各県で同じ集計項目を提供できると考えたことから、意見として述べ
たところである。
しかしながら、「海上出入貨物集計表」及び「コンテナ個数・シャー
シ台数集計表」の調査項目は、調査方法に記載する１～８までの項目
と一致しないと考えられることから、調査可能な項目は再度検討すべ
きではないか。
また、毎年各県が東北地方整備局港湾計画課に提出している「港湾取
扱貨物量」のデータであれば、各県に照会することなく、把握できる
調査項目も多いと考えられるので、検討してはいかがか。
→コンテナ取扱貨物量の代わりに一般貨物（コンテナ貨物含む）をモ
ニタリング指標としたい。
【整備局】
コンテナ取扱貨物量の代わりに一般貨物をモニタリング指標として使
用。

■コンテナ取扱量
【構成機関要望】
港湾別の統計資料より実績値を
集計

圏域内港湾コンテナ取扱貨物
量[TEU]

各港湾管理者資料

【青森県】―
【秋田県】H20
【岩手県】
H1920
【宮城県】
H1920
【山形県】H20
【福島県】H20
【新潟県】H20

―

【陸上出入り貨物調査票】【海上出入貨物調査票】
1輸送貨物の種別、 2輸送貨物の品名、3輸送貨物の数量、4出荷施
設又は入荷施設、5輸送機関、6仕向地又は仕出地、7荷受人業種又
は荷送人業種、8仕向場所又は仕出場所、その他、港湾種別調査等

重要港湾の輸出入コンテナ取扱量（ＴＥＵ）

毎年

【青森県】―
【秋田県】H21年8月31日
【岩手県】H20年11月11日
H21年11月12日
【宮城県】H21年3月17日
H21年12月11日
【山形県】―
【福島県】H21年2月5日
（速報）
【新潟県】H21年2月13日

【青森県】
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/kowa
n_top.html
【秋田県】
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?Act
ionCode=genlist&GenreID=1000000000672#1000000
000674
【岩手県】
http://www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=3001&ik=
3&pnp=17&pnp=66&pnp=787&pnp=3001
【宮城県】
http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/index.htm
【山形県】
http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180031/
yamagataport/publicdocument200603095851395276
.html
【福島県】
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/Po
rtalServlet;jsessionid=15D9384AFF343549D26452
036DC9F3C7?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=
U000004&CONTENTS_ID=10877
【新潟県】
http://www.pref.niigata.lg.jp/kowanshinko/121
3895118394.html

【青森県】
【秋田県】※港湾別
【岩手県】
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=3001&of=
1&ik=3&pnp=17&pnp=66&pnp=787&pnp=3001&cd=3969
【宮城県】
http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/h20toukei/01
0-sendaisiogama-4.pdf
【山形県】
http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180031/
yamagataport/publicfolder200603095385222883/k
amotsuryou.pdf
【福島県】
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/ko
uwanka_kisyahappyou090205.pdf
【新潟県】
http://www.pref.niigata.lg.jp/kowanshinko/123
4209671895.html

【青森県】
【秋田県】秋田港の取扱貨物量
【岩手県】港湾統計
【宮城県】海上出入り貨物の状況
平成20年 宮城の港湾統計
【山形県】酒田港の取扱貨物量の
推移
【福島県】重要港湾小名浜港･相馬
港海上出入貨物量<平成２０年（１
～１２月）速報値>
【新潟県】コンテナ貨物取扱量
（新潟港、直江津港）

【青森県】
・調査方法として「陸上出入貨物調査票」と
記載されているが、これまで5年に１度の頻
度で実施（ 後は平成１５年度）されたが、
国において、港湾統計の見直しの一環として
当該調査の実施を当面休止している。このこ
とから、当該調査票による数値を指標とする
ことは出来ないと考える。（「海上出入貨物
調査票」であれば、各県において調査してい
る港湾統計データの活用が可能であると考え
られる。）

【岩手県】
・自動車関連部品の物流状況（１輸送貨物の
種別、 2輸送貨物の品名、3輸送貨物の数
量、4出荷施設又は入荷施設、5輸送機関、6
仕向地又は仕出地、7荷受人業種又は荷送人
業種、8仕向場所又は仕出場所など）は企業
秘密であり把握は困難。県では把握していな
い。

⇒意見を踏まえ、各県で調査している港
湾統計データを活用したい。

⇒国土交通省で発行している港湾統計
（年報）では、自動車関連のコンテナ取
扱は記載されていないが、各県で取りま
とめているため、一般貨物で自動車関連
の品目である港湾統計年報で記載されて
いる完成自動車、自動車部品をモニタリ
ング指標として使用したい。

【青森県】
調査方法について、「陸上出入貨物調査票」を「海上出入貨物調査
票」とだけ修正しているが、以前照会の際に述べた意見は、「海上出
入貨物調査票」とは、国土交通省の港湾調査（年報）における「海上
出入貨物集計表」及び「コンテナ個数・シャーシ台数集計表」のこと
を指したものであり、これらのデータであれば、国に提出しており、
各県で同じ集計項目を提供できると考えたことから、意見として述べ
たところである。
しかしながら、「海上出入貨物集計表」及び「コンテナ個数・シャー
シ台数集計表」の調査項目は、調査方法に記載する１～８までの項目
と一致しないと考えられることから、調査可能な項目は再度検討すべ
きではないか。
また、毎年各県が東北地方整備局港湾計画課に提出している「港湾取
扱貨物量」のデータであれば、各県に照会することなく、把握できる
調査項目も多いと考えられるので、検討してはいかがか。
→完成自動車は一部の港湾を除いてコンテナを利用しないこと、また
東北でコンテナを取り扱っている港湾が少ないことから、全体の港湾
取扱貨物量で集計したい。
【整備局】
完成自動車はコンテナを利用しないため、全体の港湾取扱で集計した
方がよい。

■都市間所要時間の短縮
隣接する地方生活圏中心都市
（46都市）相互の所要時間
[分]

東北地方整備局道路部 H19 87分

【岩手県】
・県では新しい長期計画の中で、「内陸部と
沿岸部」「沿岸部の都市間」について、平均
所要時間を算定し、今年度、指標として公表
しようとしている。
・広域地方計画の指標について各県の数字を
公表することとなった場合、先行する県の長
期計画の指標との整合性が図られるように、
確認しておく必要があると思われる。

⇒東北圏全体の数値をモニタリングする
が、公表にあたっては、各県に確認いた
だくこととしたい。

【岩手県】
前回、資料と共に県の指標を提出。

③
企業立地の推進、域
内調達率の向上

次世代自動
車関連産業
集積拠点形
成プロジェ
クト

地域医療支
援プロジェ
クト

物流機能の強化④

8

7

独自調査の必要あり
⇒取組推進ＰＴの検討課
題

コンテナ貨物も含む全て
の取扱貨物量として、モ
ニタリング指標とする

完成自動車は、ほとんど
コンテナを使用しないの
で、参考指標の扱いとす
る
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東北圏
現況値

該当指標案 選定理由　等
広域連携

プロジェクト
意見記入欄事務局回答データ出典

現況値
年次

公表頻度具体的な取組み データ定義 新値公表時期 統計資料公開URL調査方法 ８月２５日依頼に対する意見・提案現況値備考データ公開URL

■魚食普及活動の取組み
の有無別漁業地区数

構成機関提案（事務局） 取組み地区数［地区］

漁業センサス（農林水
産省）
・第２巻 海面漁業に
関する統計（都道府県
編）

H16年11月 143地区

＜根拠法規＞
統計法（昭和22年法律第18号）、統計法施行令（昭和24年政令第130
号）及び漁業センサス規則（昭和38年農林省令第39号）
＜調査対象期間＞
平成14年11月１日～平成15年10月31日の過去1年間

5年毎
H16年8月31日
（H20年度結果：H21年8
月31日公表予定）

http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/fc/ind
ex.html

http://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data/gyog
you_census08/gyogyou_census08.pdf

・漁業体験及び漁村体験の有無別･
実施主体別延べ漁業地区数(2-2)～
魚食普及活動の取組みの有無別漁
業地区数
・「ウ魚食普及活動の取組みの有
無別漁業地区数」
・「魚食普及活動が行われた漁業
地区数」の都道府県別値を集計

■農業産出額

【構成機関要望】
「農業産出額（全国農業地域、
都道府県別）」による実績値か
ら集計

自都道府県農業産出額
［億円］

「農業産出額（全国農
業地域、都道府県
別）」

H19概算値
H18確定値

16,835億円
13,461億円

＜調査方法＞
・全国の市町村（平成18年12月31日現在）を推計単位とし、生産された
農産物の価値額を、農産物の生産量及び価格に関する諸統計等を用いて
推計
＜調査時期＞
・平成18年1月から12月までの1年間
ただし、暦年をまたがって生産される野菜、果実等は年産区分とする
＜調査方法＞
・全国の都道府県を推計単位とし、生産活動により生産された 終農産
物の価値額を、農産物の生産量及び価格に関する諸統計等を用いて推計
＜調査時期＞
・推計対象年の１月１日から12月31日までの1か年間
ただし、暦年をまたがって生産される野菜、果実等は年産区分とする

毎年
H21年5月29日
H21年1月23日

http://www.maff.go.jp/j/tokei/tyousa/nousan
/index.html#2

http://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data/sous
ansyutu-si2006/sousansyutu-si2006.xls

・「１都道府県別農業産出額」→
「(1)実額」→「①+②+③合計」

【東北農政局】
・モニタリング指標と表現を統一した。

【青森県】
・農産物等の収益力向上を把握するための指標
としては、全体の産出額を把握するため「農業産
出額」を用いるとともに、主たる農業経営の収益
力を知るために「営農類型別経営統計」を用いる
べき。

⇒青森県から提案の営農類型別経営統計は、平
成16年度調査から実施しており、現時点では
（平成16年から19年まで）４ヶ年のデータとな
ります。
また、必要とされる部門によって提供できる県
が限られることもあるので、７県が提供できる
部門については集計が可能と考えている。

各県年報に掲載されている部門（個別経営）
青森：水田作（うち稲作）、露地野菜作、果樹
作（りんご作）
岩手：水田作、酪農
宮城：水田作、野菜作、露地野菜作、施設野菜
作、酪農
秋田：水田作
山形：水田作（稲作）、野菜作、露地野菜、施
設野菜、果樹作（りんご作、ぶどう作）、酪
農、肉用牛（肥育牛）
福島：水田作（稲作）、露地野菜作、施設野菜
作、果樹作、施設花き作、酪農、繁殖牛、肥育
牛

■漁業生産量 構成機関要望（青森県）
海面漁業に係る生産量［100
ｔ］

漁業・養殖業生産統計
（農林水産省）

H20 7,231百t

＜調査対象＞
原則、水揚機関を対象。水揚機関で把握できない場合に限り、漁業経営体を対
象。
＜調査期間＞
平成20年１月１日～12月31日の１年間
＜調査方法＞
調査員調査及び往復郵送調査により実施
＜その他＞
確定値は平成22年刊行予定の『平成20年漁業・養殖業生産統計年報』に掲載

毎年 H21年4月31日
http://www.maff.go.jp/j/press/tokei/seiryu/0
90430.html

http://www.maff.go.jp/j/press/tokei/seiryu/pdf/0
90430-01.pdf

・統計表→「１海面漁業・養殖業
生産量」→「（3）海面漁業都道府
県別主要漁業種類別漁獲量」より
東北圏計を集計

【青森県】
・「漁業生産量」として「①東北農産物等の収
益力向上に向けた取組」の中で扱うことと
し、データはモニタリング指標中の生産額と
の整合性を図るため、漁業養殖業生産統計年
報を使用するべき。

⇒意見に従い追加することとした

■食料自給力 構成機関提案（北陸農政局）

国内農業の食料供給力の構成
要素である農地、担い手、技
術などの確保目標を示す指標
※H22.3　計画策定予定

※算出方法が確定後検討する
現時点で具体的な情報等が得られていな
いが、今後活用可能な指標として、参考
指標に残したい。

■耕作放棄地面積
他圏域の指標等を参考
構成機関提案（新潟市）

「農林業センサス」に基づ
く、販売農家、自給的農家、
土地持ち非農家別耕作放棄地
面積［ha］

農林業センサス
（農林水産省）

H16 42,125ha

＜根拠法規＞
統計法（昭和22年法律第18号）、統計法施行令（昭和24年政令第130
号）及び農林業センサス規則（昭和44年農林省令第39号）
＜調査組織＞
農林水産省－都道府県－市区町村－指導員－調査員
＜調査方法＞
調査客体による自計申告調査
＜調査対象＞
農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は
作業に係る面積・頭数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者（組
織の場合は代表者）」を対象に行う
＜調査時期＞
H17年2月1日現在

５年毎
H20年2月5日
(H22年調査予定）

http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/in
dex.html

http://www.e-
stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001009062&
cycode=0

・「3農業経営体」→ 「７耕作放
棄地のある経営体数と耕作放棄地
面積」
・「計」→「面積」→県別値を集
計

【新潟県】
・以下の理由により農林業センサスの「耕作放棄
地面積」を指標とすることは適当でない。
①農林業センサスによる耕作放棄地面積と平成
20年に市町村で実施した実態調査による耕作放
棄地面積に大きな乖離が見られること。
②市町村実態調査の耕作放棄地面積のうち農地
に復旧可能とされ解消を図る面積は限られてお
り、農林業センサスの面積とはさらに大きな差が
生じること。

【各県に確認】
→事務局として農林業センサスを引用す
ることで考えていたが、新潟県から市町
村で実施した実態調査のデータと違いが
あるとの意見をいただいたことから、各
県への照会により市町村調査結果のデー
タの取りまとめが可能か確認したい。

【青森県】
市町村が実施している実態調査結果の引用は可能。
ただし、調査では「販売農家、自給的農家、土地持ち非農家別」
に整理していないことから、データ定義を「耕作放棄地面積
（ha）」とするべき。
→意見を踏まえ、データ定義を「耕作放棄地面積（ha）」とす
る。

【福島県】
　耕作放棄地全体調査については、現時点でも市町村によって進
度に差があり、今後のフォローアップ調査においても、調査に要
する人員や予算等の関係で各市町村全体の耕作放棄地面積を一定
レベルの精度でモニターすることは困難であると思われる。
　このため、引き続き調査が継続される農林業センサス値の方
が、過去データとの比較や構成農家別の内訳が把握できることか
らも有効であると考える。
→意見を踏まえ、当面農林業センサスを用いることで整理。

【新潟県】
・市町村の同意が得られれば、データの取りまとめは可能。

■経営耕地面積 他圏域の指標等を参考
「農林業センサス」に基づ
く、総農家、販売農家、自給
的農家別経営耕地面積[ha]

農林業センサス
（農林水産省）

H16 874,393ha

＜根拠法規＞
統計法（昭和22年法律第18号）、統計法施行令（昭和24年政令第130
号）及び農林業センサス規則（昭和44年農林省令第39号）
＜調査組織＞
農林水産省－都道府県－市区町村－指導員－調査員
＜調査方法＞
調査客体による自計申告調査
＜調査対象＞
農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は
作業に係る面積・頭数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者（組
織の場合は代表者）」を対象に行う
＜調査時期＞
H17年2月1日現在

５年毎
H20年2月5日
(H22年調査予定)

http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/a
fc/index.html

http://www.e-
stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=00000100
9062&cycode=0

・「3農業経営体」→「４経営耕地
の状況」
・「経営耕地総面積」→県別値を
集計

■経営規模別の農業所得 構成機関要望（青森県）

水田作作付延べ面積●ha以上
の農家1戸当たりの農業所得
［万円／戸］
※データ未確認のため、定義
となる基準値未定

農業経営統計調査・個
別経営の営農類型別経
営統計／水田作経営
（農林水産省）

H18

＜調査対象＞
・販売農家（経営耕地面積30アール以上、農産物販売額50万円以上）
＜調査期間＞
・1月～12月までの1年間
＜調査方法＞
・調査農家による自計申告調査、農林水産省職員による聴取、面接のい
ずれかによる

毎年 H19年12月25日
http://www.maff.go.jp/j/tokei/tyousa/n
oukei/eino_kobetu/eino_kobetu.html#1

http://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data
/einou-suidensaku2006/einou-
suidensaku2006.pdf

・「2水田作経営（全国農業地域
別）」→「ア経営収支の総括」
・「農業」の中の「所得」→東北
圏値を集計
※公表値は「東北」「北陸」の合
計値もしくは「規模別の全国計」
のため、内訳について農政局より
提供いただく

【青森県】
・中核となる経営体の収益性を把握すべきで
あることから、営農類型別経営統計に掲載さ
れている経営規模別の農業所得を指標として
利用すべきではないか。
・また、参考指標として、温暖化に対応した
試験研究成果件数、他産業からの農業参入件
数等が必要ではないか。

⇒青森県の指摘のとおり、経営規模別の
農業所得を指標としたい。

■温暖化に対応した試験
研究成果件数

構成機関要望（青森県）

【青森県】
・中核となる経営体の収益性を把握すべきで
あることから、営農類型別経営統計に掲載さ
れている経営規模別の農業所得を指標として
利用すべきではないか。
・また、参考指標として、温暖化に対応した
試験研究成果件数、他産業からの農業参入件
数等が必要ではないか。

【各県に確認】
⇒各県が把握している温暖化に対応した
試験研究成果があれば、積み上げて把握
していきたい。
各県でデータの提供が可能か確認した
い。

【岩手県】
データ提供可能

【福島県】
温暖化に対応した試験研究は実施しているので、成果数を提供
することは可能と考える。ただし、調査前に成果の定義を明確
にしないと、指標として利用できないのではないか。（例え
ば、各県の普及に移しうる成果と同等以上のレベルについて調
査対象にするなど）

【新潟県】
温暖化に対応した試験研究の取組件数については提供可能で
す。（公設試験研究）

→各県への照会により、データを把握することで整理。

■他産業からの農業参入
件数

構成機関要望（青森県）

【青森県】
・中核となる経営体の収益性を把握すべきで
あることから、営農類型別経営統計に掲載さ
れている経営規模別の農業所得を指標として
利用すべきではないか。
・また、参考指標として、温暖化に対応した
試験研究成果件数、他産業からの農業参入件
数等が必要ではないか。

【各県に確認】
⇒各県が把握している農業参入件数があ
れば、積み上げて把握していきたい。
各県でデータの提供が可能か確認した
い。

【岩手県】
データ提供可能

【福島県】
農外企業からの参入状況については、相手が民間企業であり、
いわゆる悉皆調査はできないため、調査の精度に難があると思
われるが、全県で提供可能ならば本県も提供することに異論は
ない。

【新潟県】
・現時点における旧特定法人の件数の提供は可能。ただし、農
業経営基盤強化促進法改正に伴い特定法人の概念がなくなった
ため、今後は、農業参入を定義づけた上で各県が情報収集を行
わなければ、データの提供は難しい。

→各県への照会により、データを把握することで整理。

■陸揚量 構成機関提案（新潟市） 陸揚げ量［t］ 漁港の港勢(水産庁) H17 15,460t 新潟県の値 毎年 ・都道府県別属地陸揚量データ

【青森県】
・「漁業生産量」として「①東北農産物等の
収益力向上に向けた取組」の中で扱うことと
し、データはモニタリング指標中の生産額と
の整合性を図るため、漁業養殖業生産統計年
報を使用するべき。

⇒「漁業生産量」を①に追加

【各県に確認】
⇒新潟県と同様に、各県でデータの提供
が可能であるか確認したい。

【岩手県】
データ提供可能

【福島県】
当該指標が本県独自に実施している海面漁獲高統計の「属地水
揚量」と同一であれば、提供は可能

■農水産品輸出額

構成機関提案（新潟市）
新潟市独自集計（平成
20年度ﾍﾞｰｽ）

【新潟県】
・数値の把握が困難であり、また各県の足並
みが揃っていないため適当ではない
【新潟市】
・新潟市独自集計であるため汎用性のある指
標といいがたい。あくまで参考指標の位置づ
けと考える．

⇒多品目にわたるため、総数の把握が困
難であることから、対象外としたい。

農業・水産
業の収益力
向上プロ
ジェクト

9

③
生産、流通基盤の整
備

東北産農産物等の収
益力向上に向けた取
組

①

農業技術開発、多様
な担い手の育成・確
保と農地の有効活用

②

多品目にわたるため、総
数の把握が困難であるこ
とから、対象外としたい。

5



東北圏
現況値

該当指標案 選定理由　等
広域連携

プロジェクト
意見記入欄事務局回答データ出典

現況値
年次

公表頻度具体的な取組み データ定義 新値公表時期 統計資料公開URL調査方法 ８月２５日依頼に対する意見・提案現況値備考データ公開URL

①

「日本のふるさと・
原風景」を象徴する
地域資源の発掘・磨
き上げ

－ － － － － － － －

②

「日本のふるさと・
原風景」を体験でき
る滞在型観光圏の形
成

－ － － － － － － －

③
東北圏への直接のア
クセス機能の強化等

■チャーター便運航行本
数

【構成機関要望】
広域ブロック内の空港におけ
るチャーター便運航行本数
［便］

空港別データ
（国土交通省調べ）

H20 317便 毎年 ※該当データを運輸局へ確認

【岩手県】
・字句の修正（運行⇒運航）
・チャーター便は、国内チャーター、国際
チャーター両方の指標を把握する趣旨でよい
か。

【福島県】
・該当指標の調査等を行う場合は、各自治体
に過重な負担とならないように留意願いた
い。

⇒具体的取組内容（他圏域からのアクセ
ス）を踏まえて国内チャーター、国際
チャーターの両方を把握することとして
いる。

④
東北圏内の移動手段
の充実

－ － － － － － － －

⑤
外国人観光客等に対
応した環境整備

■訪日外国人旅行宿泊者
数

構成機関要望 外国人のべ宿泊者数［人］
宿泊旅行統計調査
※延べ人数
（国土交通省）

H20 587,890人

＜調査対象＞
全都道府県の従業者数１０人以上の全てのホテル、旅館、簡易宿所（約
１０，５００施設）
＜調査方法＞
・国土交通省←→民間等請負業者←→報告者
＜調査時期＞
・四半期単位（毎年４回）

毎年 H21年7月
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/sta
y_stats.html

http://www.mlit.go.jp/common/000045112.pdf

・第２表「年、月（12区分及び四
半期）、施設所在地(47区分及び運
輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊
目的割合(2区分)別延べ宿泊者数並
びに年、月（12区分及び四半
期）、施設所在地（47区分及び運
輸局等）、宿泊目的割合（2区分）
別外国人延べ宿泊者数」
…宿泊者数東北圏計

【岩手県】
・外国人旅行者数に近い数値をモニタリングする
ことを考えた場合は、同じ統計で実宿泊者数が取
れることから、実宿泊者数とした方がよいと考え
る（延べには連泊が含まれるため。）

・また、指標名は、「訪日外国人旅行者数」となっ
ているが、出典の統計での用語が外国人宿泊者
数であること。又、訪日かどうかを明確としていな
いことから、「外国人宿泊者数」と考える。

外国人旅行者の実宿泊者数については、
「日本のふるさと・原風景」を体験できる
滞在型観光圏の創出プロジェクトの目的と
して、東北圏の豊富な観光資源を活用した
観光交流の拡大による地域・経済の活性化
を図ることとなっていることから、外国人
の延べ宿泊数の方が、目的である経済の活
性化の内容に近いと考える。
・宿泊旅行統計は、日本国内に住所を有し
ない外国人を対象としているため、訪日外
国人と記載のないことから、岩手県の意見
のとおり「外国人宿泊者数」と考える。
（宿泊旅行統計のバックデータは、Ｈ１
９、２０年のみ）

⑥
官民一体となった効
果的なプロモーショ
ン活動等

①

国、地方公共団体、
学識経験者、経済団
体、物流事業者等の
産学官連携による東
北圏の港湾利用の促
進

■コンテナ取扱量
【構成機関要望】
港湾別統計資料より実績値を集
計

圏域内港湾コンテナ取扱貨物
量[TEU]

各港湾管理者資料 H20 ―

【陸上出入り貨物調査票】【海上出入貨物調査票】
1輸送貨物の種別
2輸送貨物の品名
3輸送貨物の数量
4出荷施設又は入荷施設
5輸送機関
6仕向地又は仕出地
7荷受人業種又は荷送人業種
8仕向場所又は仕出場所
その他、港湾種別調査等

毎年 各県毎に公表

【青森県】
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/kowan_top.html
【秋田県】
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=genlis
t&GenreID=1000000000672#1000000000674
【岩手県】
http://www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=3001&ik=3&pnp=17&pn
p=66&pnp=787&pnp=3001
【宮城県】
http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/h19toukei/h19toukei.htm
l
【山形県】
http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180031/yamagat
aport/publicdocument200603095851395276.html
【福島県】
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet;j
sessionid=15D9384AFF343549D26452036DC9F3C7?DISPL
AY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_
ID=10877
【新潟県】
http://www.pref.niigata.lg.jp/kowanshinko/1213895118394.h
tml

【青森県】
【秋田県】※港湾別
【岩手県】
http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180031/yamagataport/
publicfolder200603095385222883/conter.pdf
【宮城県】
http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/h19toukei/09-sendaisiogama-
4.pdf
【山形県】
http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180031/yamagataport/
publicfolder200603095385222883/conter.pdf
【福島県】
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/kouwanka_kisyaha
ppyou090205.pdf
【新潟県】
http://www.pref.niigata.lg.jp/kowanshinko/1234209671895.html

【青森県】
【秋田県】秋田港の取扱貨物量
【岩手県】港湾統計
【宮城県】海上出入り貨物の状況
【山形県】酒田港～釜山港定期コ
ンテナ航路 取扱コンテナ個数の推
移
【福島県】重要港湾小名浜港･相馬
港海上出入貨物量<平成２０年（１
～１２月）速報値>
【新潟県】コンテナ貨物取扱量
（新潟港、直江津港）

【青森県】
・調査方法として「陸上出入貨物調査票」と記載さ
れているが、これまで5年に１度の頻度で実施（最
後は平成１５年度）されたが、国において、港湾
統計の見直しの一環として当該調査の実施を当
面休止している。このことから、当該調査票によ
る数値を指標とすることは出来ないと考える。
（「海上出入貨物調査票」であれば、各県におい
て調査している港湾統計データの活用が可能で
あると考えられる。）

【岩手県】
・陸上出入り貨物調査は国で実施しており、県で
は同等のデータを持っていない。
・陸上出入り貨物調査と同等調査やデータ収集を
別途県で毎年行うのは困難。

⇒意見を踏まえて、各県で調査している
港湾統計データを活用することとした
い。

【青森県】
調査方法について、「陸上出入貨物調査票」を「海上出入貨物
調査票」とだけ修正しているが、以前照会の際に述べた意見
は、「海上出入貨物調査票」とは、国土交通省の港湾調査（年
報）における「海上出入貨物集計表」及び「コンテナ個数・
シャーシ台数集計表」のことを指したものであり、これらの
データであれば、国に提出しており、各県で同じ集計項目を提
供できると考えたことから、意見として述べたところである。
しかしながら、「海上出入貨物集計表」及び「コンテナ個数・
シャーシ台数集計表」の調査項目は、調査方法に記載する１～
８までの項目と一致しないと考えられることから、調査可能な
項目は再度検討すべきではないか。
また、毎年各県が東北地方整備局港湾計画課に提出している
「港湾取扱貨物量」のデータであれば、各県に照会することな
く、把握できる調査項目も多いと考えられるので、検討しては
いかがか。

②
効率的な国際物流体
系の構築

■県際交通量 【構成機関要望】
東北圏各県の県際における総
交通量
[台/月]

常時観測データ
（国土交通省）

H21
（常時）

・各県県際の高速道路及び直轄国道上のトラフィックカウンタによる観
測データを収集
・収集対象期間は、毎年１０月の1ヶ月間とする

毎年 Ｈ20.10
※整備局よりトラカンデータを収
集

①
環日本海地域の広域
連携による東アジア
との互恵関係の構築

－ － － － － － － －

② 人材交流の促進
■都市観光地都道府県別
外国人訪問率

他圏域の指標等を参考

訪問率＝「今回の旅行中に当
該地を訪問した」と答えた回
答者数÷全回答者数（Ｎ）x
100[％]

訪日外客訪問地調査
(ＪＮＴＯ)

H20 毎年 H20年2月5日
http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/080205_
houmonchi.pdf

※都道府県別値未公表(公表は上位
ランクのみ)

【岩手県】
・観光地別であった場合に同一県内での重複
の可能性があることから、都道府県別訪問率
が算出できるのであれば、そちらを指標値に
した方がよいのではないか。

JNTOが行っている訪日外客訪問地現地報
告書から県別データの提供は可能である
ことから（運輸局より）、岩手県の意見
のとおり都道府県別外国人訪問率とした
い。
（バックデータはH17～H19年度のみ）

■留学生数 構成機関提案（新潟市） 人数［人］ 新潟市独自集計
H21年5月

末
484人 年間2回 ※詳細は新潟市に確認

【山形県】
・年に1回（12月末現在）県留学生交流推進
協会（山形大学が事務局）から県内大学に留
学している学生数を聞き取りしているが、県
から海外へ留学している生徒数は不明。ま
た、高等学校等への留学生数について不明。

【各県に確認】
山形県・新潟市以外の各県・各市でも毎
年同様の調査をしていれば、参考指標と
して採用したい。

【秋田県】
・年１回（10月1日時点）で留学生等交流推進会議で調査・公
表あり。ただし山形県と同様、県内から海外への留学生数及び
高等学校における留学について把握していない。

【福島県】
・年に1回（10月１日現在）福島県留学生交流推進会議（福島
大学が事務局）が県内大学に留学している学生数を調査してい
る。

【新潟県】
県内大学への留学生数については、年1回調査を実施（毎年5月
1日現在）。しかし、県内からの海外への留学生数、高等学校
への留学生数については、把握していない。

→県内大学への留学生について、各県への照会により、データ
を把握することで整理。

■飛行場空港別乗降客利
用者数

【構成機関提案】 乗降客数［人］
空港管理状況調書（国
土交通省）

Ｈ19
3,243,711

人

空港別に以下の項目を集計
・着陸回数
・乗降客数
・航空燃料供給量

毎年 Ｈ20年10月 http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html http://www.mlit.go.jp/common/000030477.pdf

・環太平洋関連の空港の乗降客数
計
…秋田、大館能代、山形、庄内、
新潟、佐渡
（年度計の値）

【岩手県】
・原案ではプロジェクトによって「空港利用者数」と
「飛行場別乗降客数」と３通りの使い方をしている
が統一して「空港別乗降客数」としてはどうか。

【福島県】
・該当指標の調査等を行う場合は、各自治体に
過重な負担とならないように留意願いたい。

⇒提案に従い指標名を修正

①
地域づくりコンソー
シアムの構築

－ － － － － － － －

②
コンソーシアムを用
いた地域づくり支援
システムの構築

－ － － － － － － －

11

環日本海広
域交流圏の
形成プロ
ジェクト

グローバ
ル・ゲート
ウェイ機能
強化プロ
ジェクト

「日本のふ
るさと・原
風景」を体
験できる滞
在型観光圏
の創出プロ
ジェクト

13

地域づくり
コンソーシ
アム創出に
よる地域支
援プロジェ
クト

12

10

歴史・文化資源等を
活かした交流プログ
ラムの展開

③

6




